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健康／障害

【問】国保・健康課　☎（０８７９）２６-９９０７　香川県後期高齢者医療広域連合事務局  ☎（０８７）８１１-１８６６

国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなった後、葬祭を行った方が
市窓口に申請すれば葬祭費が支給されます。（複数回申請はできません）
※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり支給できなくなります。
○申請に必要なもの
・葬祭を行った方の氏名を確認できる書類（領収書、会葬礼状、火葬許可証など）
・葬祭費の振込先（葬祭を行った方名義の口座）を確認できるもの（通帳等）
　※葬祭を行った方以外が申請・受領する場合は委任状が必要です。

葬祭費について

【問】国保・健康課　☎（０８７９）２６-９９０７　長寿介護課　☎（０８７９）２６-９９０４
香川県後期高齢者医療広域連合事務局　　　　　 ☎（０８７）８１１-１８６６

【申請に必要なもの】
① 保険証（医療保険と介護保険の両方）
② 振込口座を確認できるもの（通帳等）
③ 窓口持参者の本人確認書類
 （運転免許証、マイナンバーカード等）
※本人以外の口座への振込みは委任状（本人自署）が
　必要となります。
※被保険者死亡の場合、誓約書に署名・押印のうえで
　相続人に申請していただきます。
※保険者が変更となった場合、前保険者の発行した
　自己負担額証明書が必要となる場合があります。

●後期高齢者医療制度加入者および国民健康保険加入者（70歳以上75歳未満）の場合

●国民健康保険加入者（年齢が70歳未満）の場合

※自己負担額から限度額を差し引いた額が501円以上の
　場合に限り支給されます。
※令和5年7月31日時点での所得区分が適用されます。

所　得　区　分
（基礎控除後の総所得）

自己負担限度額（年額）
1年間に要した医療費と
介護費の合計

901万円超
600万円超901万円以下
210万円超600万円以下

210万円以下
住民税非課税世帯

212万円
141万円
67万円
60万円
34万円

世帯内の同一医療保険加入者の1年間（毎年8月1日～翌年7月31日）の『医療保険』と『介護保険』両方の
自己負担額の合計が下表の自己負担限度額（年額）を超えた場合、申請によって超過分が支給されます。
対象と見込まれる方には、令和6年2月末頃に申請書を発送予定です。（申請時効2年）

高額医療・高額介護合算療養費のお知らせ

現役Ⅲ

所得区分 自己負担限度額（年額）
1年間に要した医療費と介護費の合計

対象者
（同じ世帯に属する方も同一区分）

課税所得690万円以上の方

現役Ⅱ 課税所得380万円以上690万円未満の方

現役Ⅰ 課税所得145万円以上380万円未満の方

一般Ⅰ 自己負担割合が「1割」で、
区分Ⅰ、区分Ⅱのいずれにも該当しない方

区分Ⅰ
同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員が
所得0円、または老齢福祉年金受給者の方
（年金の所得は、控除額を80万円として計算）

212万円

141万円

67万円

一般Ⅱ 課税所得28万円以上145万円未満の方
56万円

31万円

19万円

区分Ⅱ1割

2割

3割

同じ世帯の全員が住民税非課税で、
区分Ⅰに該当しない方

精神障害に関する相談のご案内
精神障害のある当事者の方およびご家族などからの福祉サービスや
各種支援制度に関する相談を受け付けます。（予約制）
寒川庁舎　１階　障害福祉課　

　資格の更新のため、毎年所得・課税状
況や障害者手帳の内容などを確認して
います。
　受給者本人と配偶者、18歳以上の同
居しているご家族さまや受給者と同じ医
療保険に加入している方は、収入が無い
場合でも所得の申告が必要です。所得・
課税状況が確認できない方は、資格の更
新ができません。
　また、手帳の再認定時期には、必ず
更新手続きをしてください。
　なお、受給資格者証に記載されている
内容（加入医療保険・氏名・住所など）に
変更があった方は、市窓口で変更の届出
をお願いします。

◎前日までに右記までご連絡ください。

2月28日（水）　13：00～16：00
3月27日（水）　13：00～16：00

相談支援事業所オリーブ
中讃地域生活支援センター

【相談日】 【相談を担当する事業所】

【問】障害福祉課  ☎（0879）26-9903

慢性腎臓病予防講演会の開催について
　腎臓は沈黙の臓器と言われ、状態が悪化するまで自覚症状がありません。
この機会に、腎臓と腎臓病について知り、元気な毎日を過ごすきっかけにしませんか。

「腎臓と腎臓病について」
 香川大学医学部附属病院 腎臓内科診療科長　祖父江 理 先生
「腎臓にやさしい食事について」
  さぬき市管理栄養士
2月28日（水）　13：30～15：30
市役所本庁舎　3階会議室
2月20日まで　受付8：30～17：15（土日祝日を除く）

【問・申】国保・健康課（健康係）　☎（087）26-9908

【問】全国国民年金基金香川支部　☎（０１２０）６５－４１９２

　４月から国民年金基金の掛金が引き上げられる予定です。
しかし、３月末日までに申し込みをされた方や加入中の方について
は掛金の変更はありません。
　加入を検討されている方は下記までお気軽にご相談ください！

国民年金基金からのお知らせ

国民年金基金とは
　国民年金に上積みしてより豊かな老後を保障するもの
で、将来設計に合わせて年金を積み立てられます。主なメ
リットは、終身年金なので長生きリスクを軽減でき、掛け金
が全額社会保険料控除となるので所得税・住民税が軽減
されます。

加入できる方
　２０歳から６０歳未満の国民年金第１号に加入されている
方および６０歳以上６５歳未満の国民年金任意加入者、海外
居住の国民年金任意加入者です。ただし、国民年金の保険
料を免除されている方や、農業者年金に加入している方は
加入できません。

【問】障害福祉課　☎（0879）26-9903

重度心身障害者等
医療費助成を受給している
みなさまへ

内 容

場 所

内 容

日 時
場 所
申込期限

８０名定 員


